
土
木
港
湾
課 
☎
66
◆

1
1
3
5

道
路
上
に
伸
び
た
樹
木

剪
定
の
お
願
い

私
有
地
か
ら
歩
道
や
車
道
に
伸

び
た
樹
木
の
枝
は
、
通
行
の
妨
げ

と
な
る
だ
け
で
な
く
、
交
通
標
識

や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
、
信
号
機
な
ど

を
覆
い
、
交
通
事
故
の
原
因
に
も

な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
誰
も
が
安
全

に
道
路
を
通
行
で
き
る
よ
う
に
、

樹
木
の
所
有
者
の
方
は
枝
の
剪
定

を
行
う
な
ど
の
適
切
な
管
理
を
お

願
い
し
ま
す
。

市
民
課 

☎
66
◆

1
1
1
0

「
子
ど
も
の
人
権
110
番
」

強
化
週
間

い
じ
め
、
体
罰
な
ど
子
ど
も
の

人
権
に
か
か
わ
る
悩
み
ご
と
や
心

配
ご
と
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら

れ
ま
す
。
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
気

軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
専
用
電
話　
子
ど
も
の
人
権

110
番 

フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

　

０
１
２
０
◆

０
０
７
◆

１
１
０

と
　
き　
6
月
23
日
㈪
〜
29
日
㈰

・
平
日
：
午
前
8
時
30
分
〜
午
後

7
時

・
土
・
日
曜
日
：
午
前
10
時
〜
午

後
5
時

問
合
先　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁

護
部 

☎
052
◆

952
◆

８
１
１
１（
内

線
１
４
５
０
）

三
河
海
上
保
安
署

☎
0
5
3
2
◆

34
◆

0
1
1
8

6
月
は「
海
洋
環
境
保

全
推
進
月
間
」

海
上
保
安
庁
で
は
、「
未
来
に

残
そ
う
青
い
海
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
6
月
中
を
推
進
月
間
と
定
め
、

海
洋
環
境
の
保
全
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

ゴ
ミ
や
油
、
廃
船
を
海
へ
捨
て

ず
、
一
人
一
人
が
地
元
の
青
い
海

を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。

※
海
へ
の
不
法
投
棄
や
海
洋
汚
染

を
み
か
け
た
ら「
118
番
」へ

保
険
年
金
課 

☎
66
◆

1
1
7
2

国
民
健
康
保
険
加
入
世
帯
の
方
へ

◆
所
得
の
申
告

所
得
が
一
定
以
下
の
世
帯
は
、

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
や
減
免

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

適
用
を
受
け
る
に
は
所
得
の
申
告

が
必
要
で
す
。

収
入
が
な
か
っ
た
方
、
非
課
税

年
金（
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
年

金
な
ど
）の
み
を
受
け
て
い
る
方

な
ど
、
所
得
税
ま
た
は
市
県
民
税

申
告
の
必
要
の
な
い
方
は
、
6
月

27
日
㈮
ま
で
に
国
民
健
康
保
険
税

の
所
得
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
税
金
上
の
扶
養
親
族
と

な
っ
て
い
る
場
合
は
申
告
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
非
自
発
的
失
業
者
に
対
す
る
国

民
健
康
保
険
税
軽
減

平
成
21
年
3
月
31
日
以
後
に
倒

産
や
解
雇
な
ど
自
ら
望
ま
な
い
形

で
離
職
し
た
65
歳
未
満
の
方（
非

自
発
的
失
業
者
）の
国
民
健
康
保

険
税
に
つ
い
て
、
離
職
の
翌
日
の

属
す
る
月
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
の

間
、
離
職
者
本
人
の
給
与
所
得
を

3
割
に
減
額
し
て
算
定
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
の
は
、
離
職
時
に
65

歳
未
満
の
方
で
、
特
定
受
給
資
格

者（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の

離
職
理
由
番
号
11
．
12
．
21
．
22
．

31
．
32
）ま
た
は
特
定
理
由
離
職

者（
離
職
理
由
番
号
23
．
33
．

34
）に
該
当
す
る
方
で
す
。
こ
の

制
度
は
申
告
が
必
要
で
す
。
必
ず

「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」
を

提
示
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
2

○母 

○障 

○福 
医
療
費

受
給
者
証
の
更
新

8
月
1
日
㈮
か
ら
次
の
受
給
者

証
が
更
新
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
26
年
7
月
31
日
が
期
限
の

○母 

母
子
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証

○障 

障
害
者
医
療
費
受
給
者
証

○福 

後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
受
給

者
証（
ひ
と
り
暮
ら
し
、
ね
た

き
り
な
ど
で
認
定
を
受
け
て
い

る
方
）

を
お
持
ち
の
方
は
、
6
月
下
旬
に

通
知
す
る
案
内
に
し
た
が
っ
て
更

新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

8
月
か
ら
は
、
必
ず
、
新
受
給

者
証
を
病
院
な
ど
の
窓
口
に
提
示

し
、
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
ま
で
ご
使
用
の
受
給

者
証
は
、
保
険
年
金
課
ま
で
お
返

し
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課 

☎
66
◆

1
1
0
3

脳
ド
ッ
ク
受
診
の
助
成

蒲
郡
市
国
民
健
康
保
険
お
よ
び

後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者
の
方
に

脳
ド
ッ
ク
受
診
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

蒲
郡
市
民
病
院
脳
神
経
外
科
に

通
院
さ
れ
て
い
る
方
は
主
治
医
と

相
談
の
上
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

受
診
日　
7
月
〜
平
成
27
年
3
月

ま
で
の
月
〜
金
曜
日（
祝
日
は

除
く
）
の
午
後
3
時
以
降
。
日

時
は
指
定
し
ま
す
。

受
診
場
所　
市
民
病
院

対
　
象

○
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

昭
和
39
年
4
月
2
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方
で
、
世
帯
主
お
よ
び
国

保
被
保
険
者
全
員
に
市
税
な
ど
の

滞
納
の
な
い
方
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

本
人
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
お
よ
び
市
税
な
ど
の
滞
納
の
な

い
方
。

※
昨
年
度
助
成
を
受
け
ら
れ
た
方

は
、受
診
で
き
ま
せ
ん
。

定
　
員

・
国
保
加
入
者
…
…
…
…
100
人

・
後
期
高
齢
加
入
者
…
…
30
人

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

個
人
負
担　
2
万
5
千
円（
脳
ド

ッ
ク
Ｂ
コ
ー
ス
5
万
円
の
う
ち

5
割
を
市
が
助
成
）

申
し
込
み　
6
月
13
日
㈮（
必
着
）

ま
で
に
、
印
鑑
、
保
険
証
を
持

参
の
上
、
保
険
年
金
課
へ
。
申

請
書（
保
険
年
金
課
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
）ま
た
は

申
請
に
必
要
な
項
目
を
記
入
し

た
ハ
ガ
キ
、
書
面
の
郵
送（
〒

443-

８
６
０
１
）
に
よ
る
申
し

込
み
も
で
き
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
項
目

　

申
請
年
月
日
・
世
帯
主
氏
名

（
押
印
）・
世
帯
主
住
所
・
受
診

希
望
者
の
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・

性
別
・
生
年
月
日
・
年
齢
・
世

帯
主
と
の
続
柄
・
住
所
・
電
話

番
号
・
保
険
証
の
記
号
番
号
・

個
人
情
報
確
認
事
務
の
同
意
文

（
私
お
よ
び
世
帯
員
の
市
税
な

ど
納
付
状
況
の
確
認
事
務
を
行

う
こ
と
に
同
意
し
ま
す
）

2014.6
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